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第１章 総則 

 

１．目的 

本基準は、会計規則第112条の２により、会計管理者が会計（地方自治法第209条第１項に定

める一般会計及び特別会計（地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける企業に係る特別会計

を除く。）をいう。）を報告主体とする財務諸表を作成するために必要な事項を定める。なお、本

基準に用いる語の定義は、特に定める場合を除き地方自治法によるものとする。 

 

２．作成基準日 

財務諸表の作成基準日は、会計年度末（３月31日）とする。ただし、出納整理期間中の現金の

受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とする。 

 

 

第２章 一般原則 

 

３．真実性の原則 

財務諸表は、報告主体の財政状態及び運営状況に関して、真実な報告を提供するものでなけれ

ばならない。 

 

４．正規の簿記の原則 

(1) 報告主体は、財政状態及び運営状況に関する全ての取引及び事象について、複式簿記により
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体系的に記録し、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 

(2) 会計帳簿は、報告主体の財政状態及び運営状況に関する全ての取引及び事象について、網羅

的かつ検証可能な形で作成されなければならない。 

(3) 財務諸表は、正確な会計帳簿に基づき作成し、相互に整合性を有するものでなければならな

い。 

 

５．明瞭性の原則 

報告主体は、財務諸表によって、市民その他の利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示

し、報告主体の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。 

 

６．重要性の原則 

(1) 報告主体は、市民その他の利害関係者に報告主体の財政状態及び運営状況に関する判断を誤

らせないようにするため、取引及び事象の金額的側面及び質的側面の両面からの重要性を勘案

して、適切な記録、計算及び表示を行わなければならない。 

(2) 質的側面の考慮においては、会計の見地からの判断に加え、公共的性格に基づく判断も加味

して行わなければならない。 

(3) 重要性の乏しいものについては、本来の方法によらないで他の簡便な方法によることも正規

の簿記の原則及び明瞭性の原則に従った処理として認められる。(注１。（注は大阪市会計別財

務諸表作成基準注解の項番を指す。以下同じ。）） 

 

７．継続性の原則 

報告主体は、会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはなら

ない。 

 

８．保守主義の原則 

(1) 報告主体は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければな

らない。 

(2) 報告主体は、過度に保守的な会計処理を行うことにより、財政状態及び運営状況の真実な報

告をゆがめてはならない。 

 

第３章 概念 

 

９．資産の定義 

(1) 資産とは、過去の事象の結果として支配し、かつ、将来の経済的便益又はサービス提供能力

が、主体に流入することが期待される資源をいう。 

(2) 資産は、流動資産及び固定資産に分類される。 

 

10．流動資産 

次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。 

(1) 現金預金 

(2) 未収金（通常の業務活動において発生した未収入金） 

(3) 基金のうち、財政調整基金の総額及び公債償還基金で翌年度に取り崩されると認められるも

の 

(4) 貸付金で、翌年度に現金化できると認められるもの 

(5) 棚卸資産（通常の事業過程において販売を目的として保有されているもの、又はその販売を
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目的とする生産の過程にあるもの） 

(6) その他の資産で、翌年度に現金化できると認められるもの 

 

11．固定資産 

固定資産は、事業用資産、インフラ資産、重要物品、リース資産、ソフトウェア、建設仮勘定、

出資金、信託受益権、基金、長期貸付金及びその他債権に分類される。（注２） 

 

12．事業用資産 

事業用資産とは、インフラ資産及びその他の固定資産に属するものを除く有形固定資産及び無

形固定資産をいう。事業用資産は、土地、建物、工作物のように性質に応じて区分し、表記する。 

 

13．インフラ資産 

インフラ資産の表記は事業用資産の例に従う。（注２） 

 

14．重要物品 

重要物品とは、物品のうち取得原価が100万円以上のものをいう。 

 

15．リース資産 

リース資産とは、リース契約によって借り入れている物件をいう。（注３） 

 

16．ソフトウェア 

ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム

等をいう。その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当

該ソフトウェアの取得に要した費用に相当する額を固定資産として計上しなければならない。（注

４） 

 

17．建設仮勘定 

建設中の建物や製作中の機械など、完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくためのも

のをいう。 

 

18．長期貸付金 

長期貸付金とは、貸付金で流動資産に分類されるもの以外のものをいう。 

 

19．負債の定義 

(1) 負債とは、過去の事象の結果として支配し、かつ、将来の経済的便益又はサービス提供能力

が、主体に流入することが期待される資源を放棄又は引き渡す義務をいう。 

(2) 負債は、流動負債及び固定負債に分類される。 

 

20．流動負債 

次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。 

(1) 地方債で、翌年度に支払又は返済すると認められるもの 

(2) 借入金で、翌年度に支払又は返済すると認められるもの 

(3) 賞与引当金 

(4) 未払金 

(5) 還付未済金（年度末時点で還付に係る支出決定がなされているにも関わらず未払のもの） 

(6) リース債務で、翌年度に履行されると認められるもの 
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(7) その他の負債で、翌年度に支払又は返済すると認められるもの 

 

21．固定負債 

次に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。 

(1) 地方債。ただし、流動負債として計上するものを除く。 

(2) 借入金。ただし、流動負債として計上するものを除く。 

(3) 退職手当引当金 

(4) 損失補償等引当金 

(5) 長期未払金 

(6) リース債務。ただし、流動負債として計上するものを除く。 

(7) その他の負債。ただし、流動負債として計上するものを除く。 

 

22．引当金 

(1) 将来の支出の増加又は将来の収入の減少であって、その発生が当年度以前の事象に起因し、

発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該金額を

引当金として流動負債又は固定負債に計上するとともに、当年度の負担に帰すべき金額を費用

に計上する。ただし、引当金のうち資産に係る引当金の場合は、資産の控除項目として計上す

る。 

(2) 発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金は計上することができ

ない。 

 

23．純資産の定義 

(1) 純資産とは、資産から負債を控除した額に相当するものをいう。 

(2) 純資産は、累積余剰及び評価・換算差額等に分類される。 

 

24．費用の定義 

費用とは、会計期間中の資産の流出若しくは消費又は負債の発生の形をとる経済的便益又はサ

ービス提供能力の減少をいう。 

 

25．収益の定義 

収益とは、会計期間中の純資産の増加をもたらす経済的便益又はサービス提供能力の流入をい

う。 

 

 

26．キャッシュ・フロー計算書の現金預金 

キャッシュ・フロー計算書が対象とする現金預金の範囲は、歳計現金及び歳入歳出外現金とす

る。 

 

第４章 認識及び測定 

 

27．取得原価主義 

貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しな

ければならない。 

 

28．無償取得資産の評価 
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譲与、贈与その他無償で取得した資産については、時価等を基準として公正に評価した額をも

って取得原価とする。 

 

29．出資金の評価 

出資金は、保有する目的等に応じて区分し、それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価

額とし、評価差額等について処理しなければならない。 

 

30．基金の評価 

基金の評価基準は、基金を構成する資産の種類に応じて適用する。 

 

31．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

棚卸資産については、原則として製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法（取 

得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を

算定する方法）を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。 

ただし、時価が取得原価よりも下落した場合には時価をもって貸借対照表価額としなければな 

らない。 

 

32．債権等の貸借対照表価額 

(1) 債権等（債権、未収金及びそれらで基金に属するものをいう。以下同じ。）の貸借対照表価額

は、取得価額から貸倒引当金を控除した金額とする。なお、貸倒引当金は、資産の控除項目と

して貸借対照表に計上するものとする。 

(2) 貸倒引当金は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、次のように区分し、それぞれ区

分ごとの貸倒見積高をもって計上しなければならない。 

① 一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権等をいう。）について

は、同種・同類の債権ごとに、債権等の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率により算定す

る。 

② 貸倒懸念債権（経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている

か又は生じる可能性の高い債務者に対する債権等をいう。）については、債権等の状況に応じ

て次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。 

ア 債権等額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について

債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法 

イ  債権等の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もるこ

とができる債権等については、債権等の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取

りが見込まれるときから当年度末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額

の総額と債権等の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法 

③ 破産更生債権等（経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権等をい

う。）については、債権等額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その

残額を貸倒見積高とする。 

 

33．有形固定資産の評価 

(1) 有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対

照表価額とする。 

(2) 有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含めて算定し

た金額とする。 

(3) 償却済の有形固定資産は、除却されるまで備忘価額で記載する。 
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34．無形固定資産の評価 

無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除し

た価額をもって貸借対照表価額とする。 

 

35．賞与引当金の計上方法 

賞与引当金は、期末手当及び勤勉手当の翌年度における支払見込額（共済費含む。）のうち、当

年度の負担に属する額とする。 

 

36．退職手当引当金の計上方法 

退職手当引当金は、会計年度末に全職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額とする。 

 

37．損失補償等引当金の計上方法 

損失補償等引当金は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）施

行規則第14条第２号に基づき算定した負担見込額とする。ただし、他の勘定科目に属するものを

除く。 

 

38．費用配分の原則 

資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各会計年度に配分しなけれ

ばならない。減価償却による場合、定額法によるものとする。 

 

39．発生主義の原則 

(1) 全ての費用及び収益は、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければな

らない。 

(2) 未実現収益は、計上してはならない。 

 

第５章 財務諸表の体系 

 

40．財務諸表の体系 

財務諸表の体系は、次のとおりである。 

(1) 貸借対照表 

(2) 行政コスト計算書 

(3) 純資産変動計算書 

(4) キャッシュ・フロー計算書 

(5) 附属明細表 

 

41．貸借対照表の作成目的 

貸借対照表は、報告主体の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日における全ての資産、負債

及び純資産を記載し、市民その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。 

 

42．行政コスト計算書の作成目的 

行政コスト計算書は、報告主体の運営状況を明らかにするため、一会計期間に属する全ての費用と

これに対応する全ての収益とを記載しなければならない。 

 

43．純資産変動計算書の作成目的 

純資産変動計算書は、報告主体の一会計期間における純資産の変動について明らかにするため、構
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成要素別に、表示しなければならない。 

 

44．キャッシュ・フロー計算書の作成目的 

キャッシュ・フロー計算書は、報告主体の一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を報告す

るため、キャッシュ・フローを一定の活動区分別に表示しなければならない。 

 

 

第６章 貸借対照表 

 

45．表示区分 

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部の三区分に分かち、更に資産の部を流動資産及

び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。 

 

46．資産、負債及び純資産の記載の基準 

資産、負債及び純資産は、適切な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならな

い。 

 

47．総額主義の原則 

資産、負債及び純資産は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は純資産の

項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。 

 

48．資産と負債・純資産の均衡 

貸借対照表の資産の合計金額は、負債と純資産の合計金額に一致しなければならない。 

 

49．配列 

資産及び負債の項目の配列は、この基準に定めるもののほか、流動性配列法によるものとする。 

 

50．貸借対照表科目の分類 

(1) 資産、負債及び純資産の各科目は、一定の基準に従って明確に分類しなければならない。 

(2) 資産は、流動資産に属する資産及び固定資産に属する資産に分類しなければならない。 

(3) 負債は、流動負債に属する負債及び固定負債に属する負債に分類しなければならない。 

(4) 純資産は、累積剰余及び評価・換算差額等に分類しなければならない。 

 

51．資産の表示項目 

資産は、当該資産を示す名称を付した科目をもって表示しなければならない。 

 

52．負債の表示項目 

負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって表示しなければならない。 

 

53．純資産の表示項目 

純資産のうち、評価・換算差額等は当該差額の内容を示す名称を付した科目をもって内訳とし

て表示しなければならない。 

 

54．貸借対照表の様式 

貸借対照表の標準的な様式は、様式第一号のとおりとする。 
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第７章 行政コスト計算書 

 

55．表示区分 

行政コスト計算書には、経常収支差額計算及び当年度収支差額計算の区分を設けなければならない。 

 

56．総額主義の原則 

費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺

することによってその全部又は一部を行政コスト計算書から除去してはならない。 

 

57．費用収益対応の原則 

費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各費用項目とそれに関連する収益項目とを

行政コスト計算書に対応表示しなければならない。 

 

58．行政コスト計算書科目の分類 

(1) 経常収支差額計算の区分は、業務活動から生じた費用及び収益を記載して、経常収支差額を

計算する。 

(2) 当年度収支差額計算の区分は、経常収支差額計算の結果を受けて、資産売却損益等の臨時的

な損益を記載し、当年度収支差額を計算する。 

 

59．費用の表示項目 

費用はその性質に従って集計し、表示しなければならない。 

 

60．収益の表示項目 

収益はその性質に従って集計し、表示しなければならない。 

 

61．行政コスト計算書の様式 

行政コスト計算書の標準的な様式は、様式第二号のとおりとする。 

 

第８章 純資産変動計算書 

 

62．表示区分 

純資産変動計算書は、累積余剰及び評価・換算差額等の各項目の別に、前会計年度末残高、当会計

年度変動額、当会計年度末残高を表示しなければならない。 

 

63．純資産変動計算書の様式 

純資産変動計算書の標準的な様式は、様式第三号のとおりとする。 

 

第９章 キャッシュ・フロー計算書 

 

64．表示区分 

(1) キャッシュ・フロー計算書には、行政サービス活動によるキャッシュ・フロー、投資活動に
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よるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分を設けなければならな

い。 

(2) 行政サービス活動によるキャッシュ・フローの区分には、投資活動及び財務活動以外の取引

によるキャッシュ・フローを記載する。 

(3) 投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、固定資産の取得及び売却、金融資産の取得

及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。 

(4) 財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フ

ローを記載する。 

(5) キャッシュ・フローは、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額表示する方法により表

示しなければならない。 

 

65．キャッシュ・フロー計算書の様式 

キャッシュ・フロー計算書の標準的な様式は、様式第四号のとおりとする。 

 

第10章 附属明細表及び注記 

 

66．附属明細表 

財務諸表の内容を補足するため、次の事項を明らかにした附属明細表を作成しなければならな

い。 

(1) 有形固定資産等明細表（様式第五号） 

(2) 基金明細表（様式第六号） 

(3) 出資金明細表（様式第七号） 

(4) 貸付金明細表（様式第八号） 

(5) 引当金明細表（様式第九号） 

 

67．注記 

(1) 財務諸表には、重要な会計方針、重要な債務負担行為、その作成日までに発生した重要な後

発事象及びその他財政状況を適切に開示するために必要な会計情報を注記しなければならない。

（注５） 

(2) 重要な会計方針に係る注記事項は、まとめて記載するものとする。その他の注記事項につい

ても、重要な会計方針の次に記載することができる。 

 

 

附則 

この基準は、平成27年４月１日から施行する。 

 

 附則 

この基準は、平成28年８月19日から施行する。 

 

 附則 

この基準は、令和元年11月26日から施行する。 
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【様式第一号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：　　　）

資産の部 負債の部
流動資産 流動負債

現金預金 地方債
歳計現金 短期借入金
歳入歳出外現金 他会計借入金

未収金 その他短期借入金
貸倒引当金 賞与引当金
基金 未払金
財政調整基金 還付未済金
公債償還基金 リース債務

貸倒引当金 その他流動負債
短期貸付金 固定負債
貸倒引当金 地方債
その他流動資産 長期借入金

固定資産 他会計借入金
事業用資産 その他長期借入金
有形事業用固定資産 退職手当引当金

土地 損失補償等引当金
建物 長期未払金
工作物 リース債務
立木竹 その他固定負債
船舶 負債の部合計
浮標等 純資産の部
航空機 累積余剰

無形事業用固定資産 評価・換算差額等
地上権等 その他有価証券評価差額金
特許権等

インフラ資産
有形インフラ固定資産
土地
建物

工作物
無形インフラ固定資産
地上権等
特許権等

重要物品
リース資産

ソフトウェア
建設仮勘定
出資金
有価証券
出資による権利
公営企業会計出資金

信託受益権

基金
公債償還基金
その他基金

貸倒引当金

長期貸付金
貸倒引当金
その他債権
貸倒引当金 純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

貸　借　対　照　表

（　　　年　月　日）
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【様式第二号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：　　）

経常収益
市税
地方譲与税
交付金
地方特例交付金
地方交付税
保険料
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国・府支出金
他会計からの繰入金

一般会計からの繰入金
特別会計からの繰入金
公営企業からの繰入金

棚卸資産売却収入
受取利息及び配当金
その他経常収益

経常費用
給与関係費
賞与引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
物件費

維持補修費
減価償却費
支払利息及び手数料
貸倒損失
貸倒引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
棚卸資産売却原価
扶助費
負担金・補助金・交付金等

他会計への繰出金
一般会計への繰出金
特別会計への繰出金
公営企業への繰出金

その他経常費用
経常収支差額

特別利益
資産売却益
資産受贈益
その他特別利益

特別損失
資産除売却損
災害による損失

貸倒損失
出資金評価損
その他特別損失

特別収支差額

当年度収支差額

行政コスト計算書

（自　　　年　月　日　　至　　　年　月　日）
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【様式第三号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 累積余剰 評価・換算差額等 合計

前年度末残高

当年度変動額

当年度末残高

（単位：　　　）

純資産変動計算書

（自　　　年　月　日　　至　　　年　月　日）
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【様式第四号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：　　）

行政サービス活動 投資活動支出
行政サービス活動収入 固定資産取得支出

市税収入 基金積立金
地方譲与税収入 財政調整基金積立金
交付金収入 その他の基金積立金
地方特例交付金収入 出資金支出
地方交付税収入 貸付金支出
保険料収入 他会計への繰出金支出
分担金及び負担金収入 一般会計への繰出金支出
使用料及び手数料収入 特別会計への繰出金支出
国・府支出金収入 公営企業会計への繰出金支出
他会計からの繰入金収入 保証金等支出

一般会計からの繰入金収入 投資活動収支差額
特別会計からの繰入金収入 財務活動
公営企業会計からの繰入金収入 財務活動収入

棚卸資産売却収入 地方債収入
受取利息及び配当金収入 借入金収入
その他行政収入 他会計からの繰入金収入

行政サービス活動支出 一般会計からの繰入金収入
給与関係費支出 特別会計からの繰入金収入
物件費支出 公営企業会計からの繰入金収入
維持補修費支出 その他財務活動収入
支払利息及び手数料支出 財務活動支出
扶助費支出 地方債償還金支出
負担金・補助金・交付金等支出 借入金償還金支出
他会計への繰出金支出 リース債務償還金支出

一般会計への繰出金支出 他会計への繰出金支出
特別会計への繰出金支出 一般会計への繰出金支出
公営企業会計への繰出金支出 特別会計への繰出金支出

その他行政支出 公営企業会計への繰出金支出
行政サービス活動収支差額 その他財務活動支出
投資活動 財務活動収支差額

投資活動収入 当年度現金預金増減額
資産売却収入 前年度末現金預金残高
基金繰入金（取崩額） 当年度末現金預金残高

財政調整基金（取崩額）
その他の基金（取崩額）

貸付金回収元金収入
他会計からの繰入金収入

一般会計からの繰入金収入
特別会計からの繰入金収入
公営企業会計からの繰入金収入

保証金等返還収入
その他投資活動収入

キャッシュ・フロー計算書

（自　　　年　月　日　　至　　　年　月　日）
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（単位：　）

前年度末残高 当年度増加額 当年度減少額 当年度末残高 当年度末減価償却累計額 当年度償却額 差引当年度末残高

① ② ③ ④＝①＋②－③ ⑤ ⑥ ④－⑤

合　　　　計

区分

（単位：　）

合計現金預金 有価証券種類

合　　　　計

土地 その他 貸倒引当金計上額等

 

 

 

【様式第五号】 有形固定資産等明細表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式第六号】 基金明細表 
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【様式第七号】 出資金明細表 

市場価格のあるもののうち売買目的をもって保有するもの （単位：　 ）

株数・口数など 時価単価 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額

① ② ③＝①×② ④ ③－④

（単位：　 ）

券面総額 貸借対照表計上額

① ②

市場価格のあるもののうち連結対象団体に対するもの （単位：　 ）

貸借対照表計上額 株数・口数など 時価単価 時価 強制評価減 差引貸借対照表計上額

① ② ③ ④＝②×③ ⑤ ①－⑤

市場価格のあるもののうちその他のもの （単位：　 ）

株数・口数など 時価単価 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額

① ② ③＝①×② ④ ③－④

市場価格のないもの（株式会社） （単位：　 ）

貸借対照表計上額 株数・口数など 一株あたり純資産額 実質価額 強制評価減 差引貸借対照表計上額

① ② ③ ④＝②×③ ⑤ ①－⑤

市場価格のないもの（株式会社以外） （単位：　 ）

貸借対照表計上額 資産 負債 純資産額 出えん等比率（％） 実質価額 強制評価減 差引貸借対照表計上額

① ② ③ ④＝②－③ ⑤ ⑥＝④×⑤ ⑦ ①－⑦

銘柄名

合　　　　計

市場価格のあるもののうち満期まで保有する意図をもって保有する債券

銘柄名

合　　　　計

相手先名 取得原価

合　　　　計

銘柄名

合　　　　計

取得原価

取得原価

合　　　　計

合　　　　計

相手先名

相手先名
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【様式第八号】 貸付金明細表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式第九号】 引当金明細表 

 

 

（単位：　）

目的使用 その他 計
当年度末残高区分

合　　　　計

前年度末残高 当年度増加額
当年度減少額

（単位：　）

貸借対照表計上額 貸倒引当金計上額 貸借対照表計上額 貸倒引当金計上額

合　　　　計

長期貸付金 短期貸付金
貸付金名称
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大 阪 市 会 計 別 財 務 諸 表 作 成 基 準 注 解 

 
 

平成27年４月１日設定  

（最近改正 令和元年11月26日） 

 
注１ 重要性の原則の適用について 

(1) 報告主体は、大阪市会計別財務諸表作成基準等に定めるところに従った会計処理及び表示が

求められるものである。 

ただし、財務諸表の作成目的は、報告主体の財政状態及び運営状況を明らかにし、市民その

他の利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあることから、重要性の乏しいものにつ

いては、本来の会計処理によらないで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも、正規の簿

記の原則に従った処理として認められる。 

(2) 重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用され、本来の財務諸表の表示方法によらな

いで合理的な範囲で他の簡便な方法によることも、明瞭性の原則に従った表示として認められ

る。 

 

注２ インフラ資産について 

(1) 有形インフラ固定資産とは、次の①～③の全てに該当するものをいう。 

① 社会経済活動の基盤施設を構成する公共財 

② 長期間にわたる効用をもち、かつ、広範なネットワーク性をもつもの 

③ 政府・地方公共団体により、計画から維持管理まで長期間の適切な管理が必要とされるもの 

(2) 無形インフラ固定資産とは、有形インフラ固定資産に関連する地上権等および特許権等をい

う。 

 

注３ リース資産について 

(1) リース取引に係る会計処理については、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレー

ティング・リース取引の二種類に分け、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取

引に係る方法に準じて会計処理を行う。 

(2) ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を

解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手が、当該契約に基

づき使用する物件からもたらされる経済的便益を実質的に享受することができ、かつ、当該リ

ース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。オペ

レーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。 

(3) 個々のリース資産に重要性が乏しい場合には、オペレーティング・リース取引の会計処理に

準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。個々のリース資産に重要性が

乏しい場合とは、次の①～③のいずれかに該当する場合をいう。 

① 購入時に費用処理される資産を対象としたリース取引 

② リース期間が１年以内のリース取引 

③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約１件当たりのリース料総額が300

万円以下のリース取引 

(4) リース資産の取得原価は、原則として、当該リース契約に基づくリース料総額から利息相当

額を控除した額とする。ただし、所有権移転外ファイナンス・リースについて、リース資産総

額に重要性が乏しい場合は、利息相当額を控除せず、リース料総額とすることができる。 

 

注４ ソフトウェアについて 
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ソフトウェアの重要性に関して、重要物品と同様に取得原価が100万円未満のものは、資産と

して認識せず当年度の費用とする。 

 

注５ 注記について 

(1) 会計方針とは、財務諸表の作成に当たって、その会計情報を正しく示すために採用した会計

処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。 

(2) 会計方針の例としては次のようなものがある。 

① 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

② 有価証券等の評価基準及び評価方法 

③ 有形固定資産等の減価償却の方法 

④ 引当金の計上基準及び算定方法 

⑤ リース取引の処理方法 

⑥ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

⑦ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

(3) 重要な会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前項による記載の次に記載しなけれ

ばならない。 

① 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸 

表に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更した場合には、その内容 

(4) 後発事象とは、財務諸表の作成基準日後に発生した事象で、翌年度以降の財政状態及び運営

状況に影響を及ぼすものをいう。重要な後発事象を注記事項として開示することは、将来の財

政状態や運営状況を理解するための補足情報として有用である。 

(5) その他財政状況を適切に開示するために必要な会計情報としては次のようなものがある。 

① 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

 

 


